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生駒市議会会議規則の一部を改正する規則 

生駒市議会会議規則（昭和４６年１１月生駒市議会規則第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表に次のように加える。 

災害対策委員会 生駒市議会災害対策本

部設置要綱及び生駒市

議会災害対策行動マニ

ュアルに基づく災害対

応に係る訓練等につい

て協議又は調整を行う

ため 

災害対策委員会

委員 

災害対策委員会

委員長 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



 

 

○生駒市議会会議規則の一部を改正する規則 

生駒市議会会議規則新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第 166 条関係） 

名 称 目 的 構成員 招集権者 

略 略 略 略 

略 略 略 略 

略 略 略 略 

 

 

別表（第 166 条関係） 

名 称 目 的 構成員 招集権者 

略 略 略 略 

略 略 略 略 

略 略 略 略 

災害対策委

員会 
生駒市議会災害対策本部設

置要綱及び生駒市議会災害

対策行動マニュアルに基づ

く災害対応に係る訓練等に

ついて協議又は調整を行う

ため 

災害対策委

員会委員 

災害対策委

員会委員長 

 

 

 


